
◆
水
道
事
業

将
来
の
水
道
需
要
の
変
化

に
対
応
し
、
安
定
し
て
水
道

水
を
供
給
す
る
た
め
、
老
朽

化
し
た
水
道
管
の
耐
震
化
・

更
新
、
水
道
管
の
口
径
適
正

化
や
由
良
川
塩
水
遡
上
な
ど

の
対
策
を
計
画
的
に
実
施
し

ま
す
。

◎
水
道
管
路
施
設
の
耐
震
化
・

更
新
な
ど…

８
億
９
３
３

万
円

◎
由
良
川
取
水
に
お
け
る
塩

水
遡
上
対
策
費…

１
，
５
３

６
万
円

◆
下
水
道
事
業

将
来
に
わ
た
り
安
定
し
た

下
水
道
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で

き
る
よ
う
、
安
全
で
快
適
な

生
活
環
境
を
支
え
る
下
水
道

機
能
を
維
持
し
、
老
朽
化
し

た
管
路
や
処
理
場
施
設
の
計

画
的
な
点
検
・
調
査
・
修
繕
・

改
築
を
行
い
ま
す
。

◎
浄
化
セ
ン
タ
ー
施
設
の
改

築
・
更
新
や
設
計
の
実
施…

３
億
１
，
８
３
６
万
円

◎
公
共
下
水
道
管
路
施
設
の

改
築
・
更
新…

１
億
７
，

９
９
０
万
円

漏
水
の
多
く
は
地
下
で
発

生
す
る
た
め
、
そ
の
発
見
は

困
難
で
す
。
そ
こ
で
、
無
線

式
の
管
路
漏
水
監
視
装
置
や

漏
水
探
知
機
、
音
聴
棒
な
ど

を
使
っ
て
漏
水
が
な
い
か
調

査
し
、
早
期
発
見
を
行
っ
て

い
ま
す
。

管
の
破
裂
な
ど
、
上
・
下
水
道
が
使
用
で
き
な
く
な

る
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
、
上
・
下
水
道
施
設
を
計
画
的

に
調
査
し
ま
す
。
不
良
箇
所
を
発
見
し
た
際
に
は
修
繕

や
更
新
工
事
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
調
査
や
修
繕
、
更

新
工
事
の
際
に
は
、
交
通
規
制
な
ど
で
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【対象者】　市と給水契約をしている水道利用者
（臨時用や官公署は対象外）

【内　容】　令和�年�月と�月請求分で行います。
あらかじめ、基本料金を無料にした金
額で請求しますので、申請手続きは不
要です

【その他】
※下水道使用料は対象外
※無料期間中に水道の使
用開始や中止の場合は、使用期間に応じた金
額を無料にします

※本件に関して、市から電話や訪問をすることは
ありません。詐欺などにご注意ください

道
路
な
ど
の
地
下
に
あ
る

下
水
道
管
を
中
心
に
、
管
内

状
況
を
「
Ｔ
Ｖ
カ
メ
ラ
車
」

で
調
査
し
て
い
ま
す
。
カ
メ

ラ
車
に
よ
る
撮
影
画
像
で
、

管
内
部
の
状
態
を
確
認
し
、

破
損
箇
所
な
ど
の
早
期
発
見

を
行
い
ま
す
。

舞
鶴
市

上
下
水
道
だ
よ
り

水道の基本料金を無料にします
物価高騰などの影響を受けた皆さんを支援するため、
水道料金の基本料金を�カ月分無料にします。

令
和
７
年
度
の
主
な
事
業

近
年
、
全
国
的
に
上
・
下
水
道
管
の
老
朽
化
が
進
行
し
、

破
裂
事
故
や
そ
れ
に
伴
う
道
路
陥
没
が
多
発
す
る
な
ど
、

市
民
の
日
常
生
活
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
舞
鶴
市
で
は
市
民
の
皆
さ
ん
へ

安
全
で
安
心
な
水
を
安
定
的
に
供
給
す
る
た
め
、
地
下
の

上
・
下
水
道
管
を
含
む
、
施
設
全
体
の
維
持
管
理
に
積
極

的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
今
回
は
、
舞
鶴
市
が
実
施
し

て
い
る
取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

▲老朽化した水道管の入れ替え（昭和台）

上下水道だより  すいすい

上・下水道管を
点検・調査

上
水道

下
水道

水
道
管
の
漏
水
調
査

▲音聴棒で水漏れの
　調査

◀管内調査用のTV カメラ車

▶
下
水
道
管
内
の
状
況

▲相関式漏水探知機を
　使った漏水調査

詳細は、市ホームページで確認を。
右コードからアクセス可。

【問い合わせ先】
お客様サービスセンター（☎��・����）

隔月検針の場合…

毎月検針の場合…

◇�月請求（�・�月利用分）
◇�月請求（�・�月利用分）
�月請求（�月利用分）、�月
請求（�月利用分）

●水道料金、下水道使用料
●水道の使用開始・中止・検針など

【受付時間】
平日�時��分～��時��分

●にごり水、漏水、水道メーター交換
●水洗便所等改造資金貸付
●水道給水、下水道排水設備の相談など

●西市街地の雨水貯留施設（雨水タンク）や
　宅地かさ上げの補助

問い合わせの内容 電話番号 担当

☎��・����

☎��・����

☎��・����

お客様サービスセンター

経営企画課

浸水対策課

上下水道に
関する
問い合わせ

安定した
上・下水道サービスの提供と
持続可能な事業運営

安定した
上・下水道サービスの提供と
持続可能な事業運営

そ
じ
ょ
う


